
 議案第３２号 

   墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２９年３月３０日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 墨田区国民健康保険条例（昭和３４年墨田区条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

 第１５条第１項中「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当

所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）」に、「に該当する」を「の適用がある」に、「附則

第３５条の２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の

２の６第１１項若しくは第１５項又は第３５条の３第１１項」を「附則第３５条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１

５項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項」に改め、「附則第３５条の４の２

第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」の次に「、外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する

場合を含む。第１９条の２第１号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、

同法第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を

含む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額」を加える。 

 第１５条の４第１号中「１００分の６．８６」を「１００分の７．４７」に改め、

同条第２号中「３万５，４００円」を「３万８，４００円」に改める。 

 第１５条の１２第１号中「１００分の２．０２」を「１００分の１．９６」に改め、



同条第２号中「１万８００円」を「１万１，１００円」に改める。 

 第１６条の４第２号中「１万４，７００円」を「１万５，６００円」に改める。 

 第１９条の２第１号中「、また」を削り、「上場株式等に係る配当所得の金額」を

「上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１

５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」に、「附則第３５条の２第

６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項

若しくは第１５項又は第３５条の３第１１項」を「附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１５項又は第３５

条の３第１３項若しくは第１５項」に改め、「附則第３５条の４の２第７項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）」の次に「、外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利

子等の額、同条第４項に規定する特例適用配当等の額」を加え、同号イ中「２万４，

７８０円」を「２万６，８８０円」に改め、同号ロ中「７，５６０円」を「７，７７

０円」に改め、同号ハ中「１万２９０円」を「１万９２０円」に改め、同条第２号中

「２６万５，０００円」を「２７万円」に改め、同号イ中「１万７，７００円」を

「１万９，２００円」に改め、同号ロ中「５，４００円」を「５，５５０円」に改め、

同号ハ中「７，３５０円」を「７，８００円」に改め、同条第３号中「４８万円」を

「４９万円」に改め、同号イ中「７，０８０円」を「７，６８０円」に改め、同号ロ

中「２，１６０円」を「２，２２０円」に改め、同号ハ中「２，９４０円」を「３，

１２０円」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１５条、第１５条の４、第１５条の１２、第１６条の

４及び第１９条の２の規定は、平成２９年度分の保険料から適用し、平成２８年度

分までの保険料については、なお従前の例による。 

 



（提案理由） 

 特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準に基づき保険料率を改定するとと

もに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い低所得世帯の保険料の均等割額の減額

に係る所得算定基準を改めるほか、所要の規定整備をする必要がある。 


